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はじめに

最近は、県内でも街角で外国人を見ること

が多い。その多くは明らかに観光客ではなく、

県内で学び、働くなど住民として生活してい

る人たちである。日系の南米人を中心とする

来日促進、政府による留学生受け入れ促進、

研修生や技能実習生として県内企業の受け入

れ拡大、国際結婚の増加など様々な要因が考

えられる。

実際、国内（県内）に中長期在住する外国

人定住者（外国人登録法により市町村に在留

申請しなければならない人たち）は、増加の

一途をたどっている。こうした外国人定住者

の増加は、言語、宗教、習慣の違いによる摩

擦、また新しい文化と交流しようとする試み

など各地域社会に様々な影響をもたらしてい

る。もはや「国際交流」といったものではな

く、外国人定住者を地域社会の一員として共

に生きていくことを真剣に考える時代をむか

えている。

そこで本稿では、埼玉県内における外国人

定住者の現状を分析するとともに埼玉県総合

政策部国際課（現、埼玉県県民生活部国際課）

が最近まとめた「埼玉県多文化共生推進プラ

ン」をもとに将来にむけた課題を考察してみ

たい。

（注：本稿では「外国人定住者」という標記を

使用しているが、図表等では、関連する入国管

理法が定める「外国人登録者」という標記を用

いる。）

１．埼玉県内の外国人定住者の状況

� 最近の１０年間で倍増

図１は９３年から２００７年までの埼玉県内にお

ける外国人定住者の推移をみたものである。

棒グラフがそれぞれの年末における外国人定

住者の数、折れ線グラフは県人口に占める外

国人定住者の割合を示したものである。年次

を追って例外なく右肩上がりで増加している

ことが見て取れる。

ちなみに９３年には、県内の外国人定住者は

５６，１８０人で県内人口に占める割合は０．８５％と

単位：人、％
出所：在留外国人統計（法務省）
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埼玉県内における外国人定住者の現状と
多文化共生社会の課題

図１．埼玉県内の外国人登録者数の推移
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１００人に１人に達していなかった。５年後の

９８年には６９，９９６人となり、初めて１％を超え

１．０２％となった。その後２００４年には１０２，６８５

人と１０万人台となり、直近の２００７年末には

１１５，６３７人に達し、県内人口に占める割合は、

１．６７％となった。

� 定住者数は全国５位の水準

埼玉県内の外国人定住者数を他の都道府県

と比較したものが、表１である。２００６年末現

在、最も多いのは東京都で３６４，７１２人と全国

の外国人定住者２，０８４，９１９人の１７．５％を占め

る。続いて大阪府と愛知県が２０万人台、埼玉

県は神奈川県に次ぐ全国第５位の水準となっ

ている。

一方、都道府県の総人口に占める外国人定

住者の割合については、最も多いのが東京都

で２．８８％、次いで愛知県が２．８５％となってい

る。埼玉県は１．５４％で順位としては１８位とそ

れほど高くはないことがわかる。

� 国別では中国人がトップ、全体の３分の

１超

埼玉県内の外国人定住者を国別に見たのが

表２である。最多は、中国で３９，３２６人、つい

で韓国又は北朝鮮１９，４６０人、フィリピン

１６，２５７人、ブラジル１３，６３０人と、これら４カ

国（地域）が１万人を超えている。２０位のト

ルコまで４００人以上が県内に定住している。

また県内に１００人以上の定住者がいる国は３６

カ国と多岐に亘っている。地域、政治、宗教、

慣習など様々で、各地域社会、行政にとって

は対応にきめ細かい配慮が求められる。

� 市町村別の外国人定住者数は川口市がト

ップ

次に市町村別に外国人定住者を見ると２００７

年末で、最多は川口市の１８，２８２人、次いでさ

いたま市の１６，１２１人と２市がぬきんでている。

以下、川越市、草加市、越谷市、所沢市が４，０００

人台で続いている。表３で紹介した上位市町

村は主に県南部に多く、県北地域では熊谷市、

本庄市が顔を出すにとどまっている。

� 人口占有率では蕨市がトップ

次に市町村別に外国人定住者の人口占有率

と過去１０年間の増加率をみた。人口占有率の

上位をみると最も高いのが蕨市の４．２１％、次

表１．都道府県別外国人登録者数 （２００６年末）

順位 都府県名 外国人登録者数 人口に占める割合（順位）

１ 東 京 都 ３６４，７１２ ２．８８ １位

２ 大 阪 府 ２１２，５２８ ２．４１ ６位

３ 愛 知 県 ２０８，５１４ ２．８５ ２位

４ 神奈川県 １５６，９９２ １．７８ １３位

５ 埼 玉 県 １０８，７３９ １．５４ １８位

６ 兵 庫 県 １０２，１８８ １．８３ １２位

７ 千 葉 県 １００，８６０ １．６６ １６位

８ 静 岡 県 ９７，９９２ ２．５８ ５位

９ 岐 阜 県 ５４，６１６ ２．５９ ４位

１０ 京 都 府 ５４，２１３ ２．０５ ９位

全 国 ２，０８４，９１９ １．６３ ―
単位：人、％
資料：平成１９年版 在留外国人統計（法務省）
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いで上里町３．８８％、川口市３．７１％となってい

る。これら上位市町村はいくつかの地域に分

けることができる。県南部として１位の蕨市

を挟むかたちで３位の川口市と５位の戸田市

があり、県東部には、７位八潮市と９位に隣

接する三郷市、県北部では２位の上里町、４

位本庄市と６位神川町がブロックとなってい

る。それぞれの地域内製造業への労働力とし

て外国人定住者比率が高いことが推察される。

一方、人口占有率の低いのは、東秩父村の

０．３６％をはじめ、長瀞町０．３８％、鳩山町０．４９％

の順となっており、県北部、秩父地域の市町

村が上位となっている。

２．大きく変わる外国人定住者の在留資格

外国人定住者が増加する中でその在留資格

の構成もこの１０年で大きく変わってきている。

図２は９６年と２００６年の県内外国人定住者の在

留資格別割合を示したものである。

これによると９６年には、「日本人、永住者

の配偶者等」が２９．４％で最も多く、次いで「特

別永住者」が１７．９％、「定住者」が１４．９％と

なっていた。その他は県内大学等で学んでい

る「留学・就学」が８．４％、「短期滞在」が７．４％

で、「永住者」は５．６％と比較的少なかった。

一方１０年後の２００６年には、「永住者」が最大

調調査査レレポポーートト

表２．埼玉県内の外国人登録者数 （２００７年末）

順位 国 名 人 数 順位 国 名 人 数

１ 中 国 ３９，３２６ １１ バングラデシュ １，２８９

２ 韓国又は北朝鮮 １９，４６０ １２ 英 国 ８０３

３ フィリピン １６，２５７ １３ イ ン ド ７０３

４ ブ ラ ジ ル １３，６３０ １４ イ ラ ン ５６１

５ ペ ル ー ４，７３２ １５ スリランカ ５２８

６ ベ ト ナ ム ２，９３８ １６ マレーシア ５２３

７ タ イ ２，６１３ １７ カ ナ ダ ４７１

８ ア メ リ カ １，９４５ １８ ナイジェリア ４６４

９ パキスタン １，６７６ １９ オーストラリア ４２７

１０ インドネシア １，３５２ ２０ ト ル コ ４２６
出所：埼玉県国際課より当研究所作成

表３．市町村別外国人登録者数（２００７年末）

順位 市 町 村 名 人 数

１ 川 口 市 １８，２８２

２ �いたま市 １６，１２１

３ 川 越 市 ４，５５５

４ 草 加 市 ４，５０３

５ 越 谷 市 ４，２４４

６ 所 沢 市 ４，０１２

７ 戸 田 市 ３，８４６

８ 蕨 市 ２，９６３

９ 熊 谷 市 ２，９２３

１０ 本 庄 市 ２，７４４
出所：埼玉県国際課より当研究所作成

表４．市町村別外国人登録者 人口占有率 （２００７年末）

人口占有率上位市町村 人口占有率下位市町村

市 町 村 人口占有率 市 町 村 人口占有率

１ 蕨 市 ４．２１％ １ 東秩父村 ０．３６％

２ 上 里 町 ３．８８％ ２ 長 瀞 町 ０．３８％

３ 川 口 市 ３．７１％ ３ 鳩 山 町 ０．４９％

４ 本 庄 市 ３．３５％ ４ 吉 見 町 ０．５０％

５ 戸 田 市 ３．２４％ ５ 白 岡 町 ０．５５％

６ 神 川 町 ３．０４％ ６ 横 瀬 町 ０．５６％

７ 八 潮 市 ２．７５％ ７ 皆 野 町 ０．５８％

８ 羽 生 市 ２．２９％ ８ 美 里 町 ０．６０％

９ 三 郷 市 ２．０９％ ９ 北 本 市 ０．６１％

１０ 朝 霞 市 ２．０８％ １０ 大利根町 ０．６４％
出所：埼玉国際課より当研究所作成
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となり２３．２％で９６年の４倍を超えている。反

面９６年に最も多かった「日本人、永住者の配

偶者等」は約１０ポイント減り１９．０％、「短期

滞在」も９．６％とほぼ半減している。

注：

「特別永住者」＝戦前から日本に居住しており、

サンフランシスコ平和条約の発効によって

日本国籍を失った後も引き続き日本に在留

している朝鮮半島・台湾出身者とその子孫。

「定住者」＝法務大臣が特別な理由を考慮して

居住を認めるものであり、日系３世、中国

残留邦人、インドシナ難民など。

「永住者」＝法務大臣が永住を許可した者。

「短期滞在」＝短期間滞在して観光、保養、ス

ポーツ、親族への訪問、講習または会合へ

の参加などの活動を行う者。就労活動は認

められない。

３．外国人留学生の就職者数の推移

外国人定住者の増加に伴って、政府の留学

生受け入れ促進施策もあって留学生の数も増

加している。これにともない留学終了後に日

本国内に残り働く人たちも増加している。そ

こで以下都道府県別に留学生の就職数推移を

見た。

２００６年に留学生が最も多く就職したのは、

東京都で３，８９２人、全国就職留学生の４７％に

亘っている。次いで大阪府９１９人、愛知県５７０

人となっている。埼玉県は全国６位で２３９人

となっている。またこれら上位都道府県の留

学生就職者数を５年前と比較すると、最も増

加したのが福岡県で２００１年の７２人から４倍強

の２９９人となった。その他広島県、愛知県、

兵庫県でも３倍を超えている。埼玉県におい

ても２００１年の１０３人から２３９人と２倍以上とな

っている。

出所 埼玉県国際課より当研究所作成

図２．在留資格別外国人登録者数
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おわりに

以上のような状況下において埼玉県では、

「埼玉県多文化共生推進プラン＊」を２００７年

１２月に策定し、外国人定住者と県民が共に進

める地域づくりをめざし施策の実行を予定し

ている。これらを参考に今後の課題と展望を

考えたい。

（＊）詳細は弊社刊行物、ぶぎんレポート２００８年４月
号に掲載している。

� 外国人定住者の自立性を高める

今回の「共生推進プラン」の最も大きな意

味は、外国人定住者の社会的、経済的な自立

を促進させるということではないだろうか。

彼らが“支援”の対象者から脱却し、自立し

た生活を送るようになることで県民と外国人

定住者との相互理解はより進むことになるか

らである。今回の支援施策が具体的に機能に

し、社会的弱者になりかねなかった外国人定

住者の多くが自立への道を歩んでいくことが

期待される。

� 地域社会の一員として協働で取り組む

地域社会の構成員として外国人定住者が、

もはや無視できない数となっている地域もあ

る。また、そのような地域が間違いなく増加

していくことはデータにより明らかになって

いる。よって今回の共生推進プランにおいて

は、日本人（県民）と外国人を地域社会を共

に支える主体としてとらえていることに注目

したい。お互いの宗教、風習、民族性の違い

を認識し、地域社会の中に彼らを取り込んで

いくということが、これからの地域社会活性

化のひとつの鍵となるかもしれないからであ

る。そのためにも外国人定住者の自立への取

り組みを一個人、一外国人の課題としてでは

なく、地域社会の課題として、日本人、外国

人定住者が共に取り組んでいく姿勢が求めら

れる。

� 県全体として組織的かつ戦略的に進める

県内における外国人定住者数は１０年前に比

較して約１．７倍に増加している、殊に永住者

の割合が大幅に増えているなど長期定住者が

増えており、もはや地域における“外国人”

として捉えることだけでは対応が難しくなっ

てきている。彼らを地域社会の一員として受

け入れ、地域あるいは県全体の活性化のため

能力を十分に発揮できるよう、県がイニシア

ティブを取り、最前線窓口である市町村、各

地NGOや NPOなど支援団体を始め企業、

大学等の教育機関も協力し従来の枠組みにと

らわれない施策・戦略ネットワークづくり等

を進めることが肝要となる。

調調査査レレポポーートト

表５．都道府県別の留学生就職許可人員の推移

順位 都道府県名 ２００６年 ２００１年 増加率（％）

１ 東 京 都 ３，８９２ １，８２２ １１３．６

２ 大 阪 府 ９１９ ３６６ １５１．１

３ 愛 知 県 ５７０ １８１ ２１４．９

４ 神 奈 川 県 ３５３ ２１５ ６４．２

５ 福 岡 県 ２９９ ７２ ３１５．３

６ 埼 玉 県 ２３９ １０３ １３２．０

７ 兵 庫 県 ２２０ ７２ ２０５．６

８ 千 葉 県 １７２ ７４ １３２．４

９ 京 都 府 １６０ ７０ １２８．６

１０ 広 島 県 １５０ ４４ ２４０．９

全 国 ８，２７２ ３，５８１ １３１．０

出所：法務省入国管理局
都道府県は就職先企業の所在地を現す


